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災害医療・薬事対応に関する研修について 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

災害医療・薬事対応に関する研修につきましては、令和７年７月２日付け７福

薬業発第１１１号にてご案内しておりますが、災害支援に直接携わるか否かに

かかわらず、災害への備えとして多くの薬剤師の皆様に「年に１回」ご受講いた

だきたい内容となっております。 

つきましては、現在研修プラットフォームに掲載しております災害医療・薬事

対応に関する研修プログラムを、「令和８年度受講用」として改めて令和８年７

月１日公開（申込開始）する予定ですのでご案内いたします。 

なお、現在公開中の研修コンテンツは「令和７年度受講用」となっており、令

和８年６月３０日（火）をもって視聴できなくなりますので、あらかじめご注意

くださいますようお願いいたします。 

また、研修終了後には修了証の発行が可能です。 

ご多忙とは存じますが、貴会会員へご周知いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

  



 

別 添 

 

災害医療・薬事対応に関する研修プログラム  

（令和６年度厚生労働省事業） 

災害医療・薬事対応に関する研修プログラム 

令和８年度受講用のご案内 

 

目  的：災害発生時には、地域の医薬品提供施設として薬局機能を維持すると

ともに、行政および関係各所と連携し、避難所への協力等、被災状況に応じた対

応ができる体制整備を進めることが重要となります。災害支援に携わるか否か

にかかわらず、災害発生に備え、多くの薬剤師に受講いただきたい 

連携強化加算では、災害時等に他の保険薬局と連携できる体制整備が施設基準

として求められています。届出薬局におかれましては、本研修プログラムを活用

し、地域特性や医療環境を踏まえた対応を習得するため、年 1 回程度の研修・訓

練への参加計画を引き続き実施いただきますようお願いいたします。 

 

研修情報：被災地の薬局・薬剤師及び被災地支援を行う薬剤師が理解しておくべ

き通常医療との違いなどの基本的な知識の習得を目的に作成した。 

 

１.プログラム提供 

令和８年７月１日～令和１０年３月３１日 

 

２.プログラム名 

福岡県_【令和 6 年度厚労省事業】災害医療・薬事対応に関する 

研修プログラム_令和 8 年度受講用 

 

３.プログラム提供方法 

  日本薬剤師会研修プラットフォームを通じた提供 

  https://nichiyaku.manaable.com/login 

ログイン・新規登録 ＞ 研修を探す ＞ 当研修プログラムをクリック後ご視聴ください 

   

 

https://nichiyaku.manaable.com/login


 

４.プログラム視聴料 

   会員および非会員：無料 

５. コンテンツ内容 

 〔コンテンツ 1〕災害医療・薬事対応の基本 1 

【前編】（ 39 分 02 秒 ） 

①災害とは 

②災害医療とは 

③災害医療提供体制 

④災害対応機関・組織・団体 

【後編】（ 1 時間 04 分 43 秒 ） 

⑤災害対応（支援・受援）とは 

⑥災害対応の基本（準備・対応・復興復旧） 

⑦災害支援における活動原則（共通言語） 

⑧災害医療の教育・研修会 

 〔コンテンツ 2〕災害医療・薬事対応の基本 2 

【前編】（ 47 分 31 秒 ） 

①災害対応の根拠と制度 

②災害時における薬剤師の役割（臨床） 

③災害時における薬剤師の役割（公衆衛生） 

【後編】（ 39 分 46 秒 ） 

④災害時における薬剤師の役割（災害薬事コーディネーター） 

⑤災害時の薬剤師の役割（薬剤師会・病院薬剤師会）  

⑥災害に備える業務持続計画（BCP） 

⑦災害時の災害対策マニュアル 

⑧おわりに  

６.修了証 

 修了証の発行が可能です 

 

７.その他 

 研修単位：日本薬剤師研修センターの研修単位の取得はございません 

 

以 上 


